
建築士事務所に関する各種申請書及び届出書添付書類一覧表 

 

（１）建築士事務所登録（新規・更新）＜正・副各１部提出・副本はコピー可＞ 
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注１ 注２ 注３ 注４ 注５ 注６ 注７ 注７  注８ 注９ 注 10  

新 規 登 録 
個 人 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   △  

法 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  

更 新 登 録 
個 人 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○     

法 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

※更新登録：有効期限(5 年間)満了の 30 日前までに申請書を提出してください。 

(有効期限の 3 ヶ月前から受付) 

 

（２）建築士事務所登録事項変更届＜正本１部提出＞ 

１）建築士 

事務所名称 

個 人 ○       ○      

法 人 ○  ○     ○   ○   

２）建築士 

事務所所在地 

個 人 ○       ○      

法 人 ○  ○     ○   ○   

３）申請者(個人)の氏名 ○       ○     ○ 

４）申請者(個人)の住所 ○       ○      

５）申請者(法人)の 

事務所名称 
○  ○     ○   ○   

６）申請者(法人)の 

事務所所在地 
○  ○     ○   ○   

７）法人役員 代 表 ○  ○  ○ ○  ○   ○   

代表外 ○  ○   ○  ○   ○   

８）管理建築士 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○   △  

９）所属建築士 ○ ○      ○      

※変更が生じてから 2 週間以内(所属建築士の変更のみの場合、3 ヶ月以内)に提出してください。 

 遅れた場合は、別途理由書が必要です。 

 

（３）廃業届＜１部提出＞＜登録通知書原本を添付・紛失の場合は申出書添付＞ 

廃業届 ○       ○      

※該当することとなった場合から、30 日以内に提出してください。 

＜登録通知書原本を添付・紛失の場合は始末書を添付＞ 

 

 

 

注１：登録申請書(第５号様式) 

   ＜ 登録申請者氏名 ＞【法人】法人名、代表者役名、氏名(商業登記簿どおり正確に記載。 

   ＜署      名＞ 記名(ゴム印押印)、又は署名 

   ＜印      鑑＞【個人】個人印 【法人】代表者(実)印。法務局登録印。 

   ＜建築士事務所名称＞【法人】登記法人名称以外の名称を法人名称として使用できません。 

             【二級・木造】二級・木造事務所については「二級」「木造」を 

表示してください。 

 

注２：法人役員名簿 

   商業登記簿謄本に登記しているすべての役員を記入してください。(監査役を含む) 

 

注３：業務概要書(添付書類(イ)) 

新規登録の場合は記入しなくてよい。 

更新の場合は過去５年間分の実績を記入してください。 

 

注４：所属建築士名簿(添付書類(ロ)) 

管理建築士も含めて全員記入 

 

注５：略歴書(添付書類(ハ)) 

   ＜印      鑑＞【個人】個人印 【法人】代表者の個人印 

   ＜学      歴＞ 最終学歴を記入してください。 

    

注６：管理建築士の建築士免許証の写し 

建築士免許証及び建築士免許証明書の写し 

 

注７：建築士住所等の届出 

   管理建築士は必須。 

所属建築士名簿の変更については、変更のある建築士について提出してください。 

 

注８：管理建築士講習終了証の写し 

【更新】平成２３年１１月２７日までに修了すること。 

【新規・管理建築士の変更】修了済みであること。 

 

注９：定款写し(現行の定款) 

   【原本証明】コピーした定款の最終余白ページに 

「この写しは原本のとおりである事を証明します」と記述し、 

年月日、法人名、代表者役名、氏名を記入、代表者(実)印を押印。 

   【事業目的】建築士事務所の業務内容の記述が必要。 

 

注 10：登記簿謄本 

申請前３ヶ月以内のもの。 

変更届への添付は履歴事項証明書にて提出してください。 

 

注 11：退職証明書等 

管理建築士が申請前６ヶ月以内に他の建築士事務所等に所属していた場合は必要です。 

 



注１：登録申請書【第一面】 

   ＜ 登録申請者氏名 ＞【法人】法人名、代表者氏名役名(商業登記簿どおり正確に記載) 

   ＜印      鑑＞【個人】個人印 【法人】法務局に登録のある代表者(実)印 

   ＜建築士事務所名称＞【法人】登記法人名称を表記 

   ※二級および木造建築士事務所については「二級」「木造」を表示してください。 

 

注２：所属建築士名簿【第二面】 

   管理建築士も含むすべての所属建築士を記入してください。 

 

注３：法人役員名簿【第三面】 

   建築士法上の役員※を記入してください。※業務を執行する社員、取締役、執行役及び 

これらに準ずる者をいい、社外取締役、代理権を有する支配人、理事等を含み、 

監査役、取締役でない支店長等は含まない。 

 

注４：業務概要書【添付書類(イ)】 

新規登録の場合は、「該当なし」としてください。 

更新の場合は過去５年間分の実績を記入してください。 

 

注５：略歴書【添付書類(ロ)】 

   ＜印      鑑＞【個人】個人印 【法人】代表者の個人印 

   ＜学      歴＞ 最終学歴を(学科名まで)記入してください。 

    

注６：誓約書【添付書類(ハ)】 

＜ 登録申請者氏名 ＞【法人】法人名称、代表者氏名役名(商業登記簿どおり正確に記載) 

＜印      鑑＞【個人】個人印 【法人】法務局に登録のある代表者(実)印 

 

注７：建築士免許証等の写し・建築士住所等の届出 

   新規の場合は、所属建築士全員分を提出してください。 

更新の場合は、管理建築士のみ提出してください。 

 

注８：現行の定款の写し 

   【原本証明】コピーした定款の最終余白ページに「この写しは原本のとおりである事を証明します」 

と記述し、年月日・法人名称・代表者氏名役名を記入、代表者(実)印を押印してください。 

   【事業目的】建築士事務所の業務内容を記述してください。 

 

注９：商業登記簿謄本(原本) 

【事業目的】建築士事務所の業務内容を記述してください。 

申請前３ヶ月以内のものの原本を添付してください。 

変更届への添付は『履歴事項証明書』を提出してください。 

 

注 10：退職証明書等 

管理建築士となる者が申請前６ヶ月以内に他の職場等離職している場合に必要です。 

   （離職票・健康保険資格喪失届(写し)でも可） 

 

■登録手数料■ 愛媛県手数料条例第２条に定める額 

（一級）18,000 円 （二級・木造）12,000 円 

払込受領証の原本を申請書(副本)の第二面に貼り付けてください。 

登録通知書発行時に、払込受領証原本もお返しいたします。 

 

■ 振 込 先■ (払込手数料はご負担ください) 

 指定口座（郵便局・ゆうちょ銀行） 

口座番号 ： ０１６００－３－７６５８１ 

口座名称 ： 一般社団法人愛媛県建築士事務所協会 

( ﾌﾘｶﾞﾅ )  ： ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｴﾋﾒｹﾝｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮｷｮｳｶｲ 


